
認定特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

役員報酬に関する規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会の理事ならびに監事 (以

下「役員」という)の報酬の基準について定めることを目的とする。

く報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、常勤及び非常動にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、

旅費等の実費は支給することができる。

(補足)

第.3条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

2015年 1月 7日施行



職員の給与等に関する規定

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人 野生生 (以下「法人」)に勤務
.す

る職員に支払われる給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の区分)

第 2条 職員の給与は、基本給のみとする。

(賃金の計算方法)

第 3条 基本給は基本給表のとおりとする。

2 法人は必要に応じて、個別の契約により賃金を決定する。

〈法定時間外勤務手当)

第 4条 法定労働時間を超えたとき、次の計算により法定時間外勤務手当を支給する。

ただし、法人が時間外勤務を命した場合に限るものとする。

基本時給  ×  1. 25  ×  法定時間外労働時間数

2 前項の定めにかかわらず、一賃金計算期間の法定時間外勤務時間数が60時間を超

過した場合は、超過した時間につき次の計算によって支給する

基本時給  ×  1.5  ×  法定時間外労働時間数

(深夜勤務手当)

第 5条 午後 10時以降、午前 5時までの間に勤務した場合、次の計算により休日勤務手当

を支給する。ただし、会社が休日勤務を命した場合に限るものとする。

基本時給  X  l.35  ×  休日時間外労働時間数

(給与の支払および控除)

第 6条 給与は、銀行その他の金融機関の本人名義の日座への振込により支払うことがで

きる。

2 法令および法令の規定にもとづく協約、または協定により控除するものがあると

きは、給与から控除して支払う。

(給与の計算期間および支給日)

第 7条 給与は、月の 1日 から末日までを給与計算期間とし、月の末日をもって締め切る。

2 給与は、毎月 6日 までに支払う。ただし、支払日が銀行その他の金融機関の休日に

あたるときは、その日前の最も近い休日でない日とする。

′



(昇給について)

第 8条  原則として昇給は行わない。

(賞与の支給)

第 10条 原則として賞与は支給しない。



書式第 17号 (法第55条関係)

目:=1王コ歴□□璧王1夏匡I夏IEl□回副亜亜|□ ↓ □ Ll

法人名 特定非営利活動法人野生生物保全論研究会 事 業 年 』 R2年 4月 1日 ～R3年 3月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する中国

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

し

7■Oα〕円運営会員受取会費

315,000円

2,000,000円霞思瑶五田慮藝亜謳麗

正会員受取会費

受取寄附金 嚢4,726円

受取利息 1,618円

田冒ロヨ 1,OB円

円

円

円

・
円

円

摘

コ

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

合 計 2,330,987円

益の源泉別の明細

田細

な し

階 入 先

合 □ 計

金    額

な し 円

円

円

円

円

円

0 その他



2 資産の議漱等の内害に関する事項 [②資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

係る料金及び条件等

資産の貸付けに係る料金及び条件等

{3) の提供に係る料金及

該当なし 円

円

円

円

円

円

一”
ニ

コ

一“
Ｌ

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生する取引
及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

ら での取 | 口 役員等と

11)収益の生ずる取引の上位 5者

用の生ずる取引の上位 5者

③ 役員、社員、1職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産 ( 産を含む

氏名又は名称 住所又は所在地

45,000円

“

D,000円

3●0(Ю 円

30,αЮ 円

取引金額 取 引 内 容 等

1(Ю ,∝Ю 円 寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

寄附金

イン料

翻訳料 。

住所又は所在地

事務所賃貸料 (更新料込)

取引金額

118,889円

6田,0∞ 円

氏名又は名称

90,αЮ 円

15,αЮ 円

取 引 内 容 等

費・

33,220円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地 談 清 価 格 諫渡資産の内容等

豪 渡

年月日

該当なし 円

円

円

円

円

コ

円

円

円

円



口 資産 け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 等 )

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

該当なし

貸 付

年月日
対 価 の 額 亜

=日
口厖ヨ

円

円

円

円

円

円

円

円

円

一
一

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

な し 一
Ｌ

円

円

円

円

円

円

円

一〓

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当腋法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20 あ 並びに ]

四
=日

び当醸職員に対する給与の総額に関する事項]曰

寄 附 金 額 受 領 年 月 日氏 名

円

円

円

円

円

該当なし

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

3人 2,439,500F:]



6 支出した寄附金に関す 出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に目する事項 (その金額が200万円以下の場合l=85 
" 
) l(0200 DHD)T arfrhl^o

けるそ び使途並びにそ 日]しを行っ

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し コ

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

R3.3.1

ヨ2.4.27

年会費

6島427円

5a462円

円

円

円

円

円

円

コ

円



法人名 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会 チェタタ欄

3… び経理に関して次に掲げる墓準に適合していること

イ 役員の総敵のうちに次の者の敗の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

“

)

②
口 `=社員α月屁

“

‖|lq■■■
"|る

こと
ハ ヨ酬こついて■口

“

国

“

」」疇ま■口日
=へ

a"Eロセ,"サていること、叉11口

"ロ

ロ暉D口
"゛

inヨロ
"E●2t用口|■●●饉諷

"ι
てヽ,E中臼嗜力

=■
してfИいれていること

二 士出

―

がでないものサ

“

ある1眩)不ヨl口詭口1ロロⅢllわ1にてし,し こヽと

ノ

V

イ

(注 1)

0主 2)

□ 1『役員の喘uliから転口してくださしヽ

③腱び0■ついては、1つ哺以:下第2位を切り1けて燿崚口を出臓してくださしヽ

コ

項  目

困更コ

①

③ 厖年4月 1日～R3年 3月 31日
9人

(D 年 月 日～ 年 月 日

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人

〇 年 月 日～ 年 月 日
人

0 年 月 日～ 年 月 日
人

① 年 月 日～ 年 月 日

人

人

中 □ 時
人

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

② ③

割 合

(②÷⑥

0人 096

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

人

0人 嘔

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

最も爛 3多い「特定|の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の規

族等」のグ′レープの人数

割 合

(④■⑨

④ ⑤

%

各社員の範 坪噂である ① ⑥ ◎ 0 ◎ ① 申請時

上記を証する1麟酵|る称とその内容等
はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

lまい

いいえ

はい

vv\i
はい

いいえ

書式第 7号 (法第44条・51条・58条関係)

田定基準等チェック表  (第 3表) 匝 厠

ェック豪 031D iム 洒● 5彙第1」
=■

づく
『

]17=IT=:=コ EII】EIEШ
=E困

困【亜II]Eコ
C□百コ

付す撤υ口いら りま■・。そanD合、」」E口σ

"E自

瞑D2月【はありませス′。

日定の中斃由

"ゆ
嶼獅の中睛に当たつて:ム 臓錦闘彙第1項目鶴づく

澤付を省嗜することができます。

【正EIEIIE】 E三璽EE画日E四区日



第3表 (茨D

鶴定の有効醐躙b頭新の申購に当たつてiム 法第5彙第1項に基づく書類 (腱員籠酬頻程守掲出書0に日餞した事項について、改
囲こ萱日困里]=コヨロロ

3エ ツ

ハ

項 日 ④ ⑤ ◎ 〇 ◎ ①
輌口雪ロ
ご 」

=菫
」

はい

しヽ えヽ

はい

いいえ

‖い

いいえ

:劇′ヽ

いいえ

はい

レヽ えヽ

会計につし

ている

はい

匝コ

根鰤警類の備付け、取引″媚ヨ康及び限椰薔頼の保存
を青色申告法人に摯して行っている

回]

しヽ えヽ

:劇′ヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

レル えヽ

lim′
ヽ

しヽ えヽ

:劇′`

しヽ えヽ

はい

いいえ

マ_」 ゞ

口 日 ③ ◎ ① ① 口五ヨ◎⑮

費途が明らかでない支出がある、輻闘苺こ慶鑽の記
有・国 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分佃め に浄①」の各欄に:ム

年度 収は各年)をlm載します。

第3封i俵 1「役員の力殉 を記載して、噸凛 ②
及び「④」の各輌に該当する人数を転配します。

口の各編 該当する‐方を「○」で囲諄ます. 「

「上記を証する書類の名称とその内容罰 相日よ 例え □ 相に鷹肥する書類の内容を文言のと

氏 「定款 (又:ま会貝:D第0条に『各正会員の力期むよ おりに記載します。

と規定1のよう します。
ハの各相 該当する ・方を「○」・dコみまりЪ ① 「会計について公認会計士又l製監査

法人α監査を受けている」の [建壼Lなお、「廻ンから n①」について:ム イに記載する各期

間 (10」 から「①」)を示したもので九

生墜K=望L
② 取引の弼録及

じてイ子つている」の|_墜Lユ」二」ΩL
した』隆這ヨ菫L』塁塑歯仕塞貶L」コロ饉整!

二の各欄 腋当する一方を「○」¬囲みま・九

なミ [③uから「①」I●力てヽlム ィに記載する各期
した

○ :コこおいて、り磁り明 らかでないもの」とlよ 法人が費用として支出した金額のうち、

―

ることができないも
のをしヽ ヽ法人力銘 目に関わらず支出した金餞でその費贅い明らかでないもの力ヽ これこ当たります、 なお、意図的にその支出先を
明ら力1こしない崚出がある」

“

卜も、当脅Mこ「費鮒勁調月らかでないもの」があることになり、願勝ビを

'こ

けることはできませ:スる



法人名 ⑥ ◎ 0 ◎ ① 申 請 時◎

0人

人

人

人

人 人 人

人

人

人

人

人 人

人 人

0人 人 人 人

9人

{1)最も́鳩姉移い :場騨専」のグループの

人数

役  員  数

② 最も́相b移い喘甕の法人の費員又は

使用人である者並びにこれらの者の親族

罰

人

書式第 8号 (法第44条・51条・584J旧樹0

E□ED

役 員 の 状 況 日 EEコ

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 嘔□ …
…

就 任 等 の 状 況

①
=ロ

0 ◎ 0 ◎
E菫圧□

Elヨ
O

職任

H1331

就任

H19.α [Ю

就任
皿 7.622

輸に
H19.a〔Ю

O

O

O

〇

一
巨□

□□

イ'原 秀雄

′り l: 潔

森川 純

鈴木 1口感

(田村 希理

機

就任

21.614

就任
ILB.1.7

就任
121.614

就任

鳳.6∞

就任

Rl.61Ю

「
、
ヨ

一
１
■

一Ｌ

□□

一鱒

匹 コ

臣□

0

O

O

O

O

永石 文明

並木 美砂子

古沢 広祐

小林 邦彦

高橋 智史

付を省嗜することができます。

5彙購1コ
="づ

く EEIIIIE:=II旺 :=:口匿:コl騒:EIコ:EI■ :ヨロ



書式第 9号 (法第44条・51条・58条関n

帳 簿 組 織 の 状 況 □匡ヨEコ

法人名 特定非営利活動法人 野生生1物保全餞研究会

伝 票 又 は 帳 簿 名 医題祠

「

¬r¬
EIEL』 10年

会計ソフト (会計工) 月 1回 Ю 年

ノレーズリーフ

仕訳日詞浸 会計ソフト (会計
=)

月 1回 10年

′レーズリーフ

給与台限 表計算ソフト (エクセル) 月 1回 Ю 年

,tF*t)-7

EIヨロ醒□
=コ

E=E=亜 ヨ璽ヨ
賭E嘲田哺翻口詢 欄よ r単凛」、「り:″ズリーフ」、暉口珈廊」な」のよう:」日餞します。

■hL:コ日|」、『毎日」、『L…遍口|ごと」のよう日日餞します。

■漁の有効閣日の口所の劇口こ当たっては、1法第5条醸1項に薔づく

がないときは、洒付を省嗜することができます。



書式第10号 0去第44条・51条・58条関傷0

認定基準導チェック表 (第4衰)

曜讚」暉暉チェック表

“

4つ」は 」嚇 5鋼鷹1」ヨ iづく1口i(領員1輌閣目籠出儡 D硼躙日 こおしても1崚

及び洒村する必要があります。その場合、:口腱自串坤チエツク表 第4表 (次

"」

いこびヒ)("誦餞|び澤付の麟要はありま

せん。

■定の有斃口

"p曖
断の申腑に当たつては 法第5彙第1項に基づく

法人名 チェッタ欄

/
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動蒔を行つていないこと

口 役員等に対し錮■又餞綸与の支綸に関して特別の利益を与えない
と

　

ヽ

　

ヽ

こ

と

と

因璽堅囚堕IEE巨璽亜Eコ配L こ

　
こし 「

ヨ
r“

者、上記イの活動を行う者又は特定の公喘D候輛階若しく 二対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業■の日の占める割合が8096嘘
であること

実贈判定期間における彙入寄鮒金颯日07096匹 を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ
一
Ｈ ③ ⑥ ◎ O ◎ ①

l
口五ヨ

有・ 無

有・ 無

有 。無

有・ 無宗教の餞機を広め、儀式ど■ 及ヽ|び信者

を教化青成する活動
有・Q 有・無 有・無 有・ 無 有・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有・〇 有・無 有 。無 有・ 無 有・ 無

特定の公職の候補者若しくは翻口こある

者又|力政党を描薔し、支持し、又はこれら

に反対する活動

有・Q 有 。無 有・無 有・ 無 有・ 無 有・ 無 有 。無

□

□
「
ョ ③ 0 ◎ ① エ コ① ◎

“

M■國■颯 ロト計

“"■
■●崚、1餞

人とそan口内級 び磯 贈

“

■曖する0の強メ′

"隕にけする銅ロロ

`哺
の椒燿申口日らして.当機入0腱員に

対する●口

“

崚 時としてlLたと日以,られ●●レ

'1に
め

■5o■●ι対し●口殿ヨ騨
=ガ

いに日して

"哺"“

硼快め

有・0 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が力配する法人に対しその対価の額が当

鏃資産のその層場V刃寺における価顔に比して著しく過少と

認められる資産の議渡その鮨役晏窺鶏ま役員等が支配する

法人と当法人の間の資産′涸翅暉椰に関して鶴諷!」 メ゙i溢の供

有・0 有・無 有・無 有・蕪 有・無 有・無 有・無

与の有無

田玉顧□ 有・O 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

業の運営に関して喘男l」¢瀾騒μ潮書の有無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公いの候補者若しくはパ出こある者に対する葡附の 有・O 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有 ,無

て、添付を襴略することができます。

ヽ



書式第13号 (法第44条・51条・58剣瓢Ю

認定基準等チェック表 (第 5表 )

∝菫中D
・ 

―

ェック表第5轟ま 法第55条第1項目■づく●順 (役員佃■

"腑

■口腱雌■‖Dの口出期こ1日腱及U国財
『

する1舅■
があります。

・ 圏定の有効閣間のコ輌の申睛に当たつて:ム 憑付の●日まありませ
`仏

法人名 物じ譜利活動法人 野生生物保全論研究会 チェッタ欄

5 次に掲げる書類について口覧の請求があつた場合に:よ 正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定ヨH彗和鮨Hn促趙麟測購28!条に規定する

…

、役員名簿及び定漱等

口 各

…

:轟 する旨及び欠格事由に腋当しない旨を説明する:□輌

ハ 書開金を発当する予定の具伸的な事業の内害を出職した書類

二 役員報酬又閾職員給与の支綸に関する規種

ホ 収益の明細その他の資金に目する事項、資産C腋濃簿に関する事項、書附金に関する事項その他―定の事

項等を出載した口贖

へ 助成の実籠並びに海外送金等の金額及び使強並びにその予定日を1配載した書銀

次に掲げる書類について閲覧の輌は勁3あった場創こ:ム 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事断耐こおいて関魔させることに同意する。

期目■に日する編田 (出劇側D■顕ある●翻日汽 その目田 G出電耐D等セロ計してくだむ、

同  意

□ しない

イ

① 事業報告書等 e喋報告書、財産目録、睡 、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10刃災上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:誦Ю

② 役員名簿

③ 定欣等 促欣、認証書の写Ц 登記事祠回嘱書の写D

ロ 各認定書申囀ご鮮け る旨を説明する■臓熙 ′翅格事由に該当しない旨を鶴明する書類

ハ 枷附金を充当する予定の具仲的な事脚り踏:を弔戦した書類

前暉職ド]壼″Xセ員報馴又I劇餃尉綸与の支綸に関するガ研里

ホ

次の事項をm戦した書類

① 収益の源泉別の列眠 借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の疇濃判こ係る事膨漆隆、条件その他その内容に関する事項

③ 肉こ掏ずる取引l縣る

“

1鬼 襲 1釧餃 嘲 Lそ■ 四 翡 する1頭

・ 幅 わ 螢 rる鵬 1及て層用αげ る鵬 Юそれ嘲Mご)て、鵬 1金襴窪舞 コヽ立5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶諸若しくは三親等以内
`哺

醸又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 葡附者 (役員、役員の配鮨者若しくは三親等以内の規族又脳贄員と特殊の関係のある者で、当瞭法人に対する

翻附櫛鴨勲月畷キ度中の合
=閣

が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並嶼こそ″】購職|1金の傾及ι層齢印甲月

日

⑤ 綸与を得た職員の総数及び当談職員に対する綸与a圏曰こ関する事項

⑥ 支出した寄附金織順並dこその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への2螢≧�ま金餞の持出しをイ子つた場合におけるそ¢X閣闘及び睫塗並研こその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所輻庁に提出した書類の写し

′
／



認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 怖鬱譜 利活動法人 野生生物保全論研究会

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表 (第3表)

8 中鵬書を提出した日を含む中彙年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～ 月  日 設立年月日 平成  年  月  日

∝郷中D
・ 患第55彙第1項目

“

づく書顆 (役員欄■目趣害腱出書Dの日卸申こ当たって:よ

―

ェック褻 (第6表及び第31D

:ム 配職する必要はありませ
`続

・ 田定の有端期間の囃着の中聞こ当たつて!ム

ー

エツク豪 (第6表及び第8表)a日いの必要はありません。また、法第

55条錦1■‖4づく書類

`u口
日

"暉

■劇腱出1臓D:こ菫11し

'ヨ

中ロロにつしヽて,lMblて 1日rする2旧熙まありませスを

6 実輌判定期間を含む各事業年度の特定非曹利活動促遭法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29彙の規定により嗣轄庁に掲出していること

チェァタ欄

特定非者申1幡動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑥ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無 有 。 無 有 ・ 無

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行らにより何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チ
"夕

欄

/
法令に違反する事実、偽りそα漱レド正′ア〒ネしにより何ら力1の利益を4手、J甦:当時ようとした:コ鴫実

その他公益に反する事実の有無

注・

―

エック表 G:7表)iム 法第5彙第l項に基づく●顛 (侵員錮目躙腱申口出●贖)の日出中凛

U鴨弥‖「0四■力ヽらりまり
い
。

③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有・ ① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58剰劇Ю

欠格事由チェック表

法人名 特じ譜和1膳動法人 野生生物柴範嗣麟会 チェッタ籠

認定、特倒朧定又は田定の有効期間の重新の饉準にかかわらず,次のいずれかの欠格事由に腋当する法人

口日定、特例圏定又は日定の有効醐間D更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに餞当する者がある場合

イ 認定特定ヨ腱期‖活動法人力望掟を取り消された場合又目日曰鵬日嚇ヨロ野:情ヨ厳人が囀朝日定を取り
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当鬱自鰤調輛定ヨロ‖1幡動は人測ま当1朧侍
例田定特定非営利活動は人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 熱鯛以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその関行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促造法着しく国鵬力団員不当行お防止法に違反したことにより、若しくは刑法χ鴻彙等い)若

しくは■力行わ0処罰法の罪を犯したことにより、又:調轟隣着しく:ま地方税に関する法律に遭反したことにより、

罰金利に処せらオkその執行が機わつた日又はその薇舒を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 轟力国の構成員年 aレ〕

2 1臓定測調日圏巴定を取り消されその取消しの日から5年を経過しなしヽ法人
3 定款又:却

"口
憎劇脇

"嗜
随鍼論嘲 こ:菫反している法人

4 日税又は地方税の淵臼関騎α用行ヽがされているもの又は当餞滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 Q巴

「

5 日税に係る|

こ係る■加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに敏当する法人
イ 曇力団
口 晏力団又は黒力国の構成員等の統舶下にある法人

6 ザh潤こ腋当する法人

イ 出 ヽ

しヽ

役員のうち、次のし弩十勲*腋当する者の有無

口趣

"歯""m曰
田とん̈ 鵬tuaり■きれた●合又中白口B●出GH自田曰田

=ん
四日用DE

を取,網さ1●ヨ●0に

'諄

●(´そa聯関しの凛国となつた■嗅いらつた1枷nl年内に当自日に

甍むHM螂
"11:人

ヌ,■」i口111,=1コl"t,II:111lliltヽ
`,そ

,1lliヽし,iう■1'く,レ,た11で 1ヽ:

の政消しの日から5年を経過しない者の有窯|

有・困

禁日以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有・□

物e揮輛幅]醍雉法若しくは暴力団員による不当行測方止法に違反したことにより、若しくは

那1騰第2X4頷熊瞥しくlま暴力行舶r●処IFl法 0:堵 1「を犯したことにより、)0まコ腱若しく目也方税に

関する法申に違反したことにより、側 に処せられ、そ″瑚賄予0幣わった日又はそ¢月妬テを受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有 困

暴力団
`暉

職員等の有無 有 □

I劇′ヽ・ 団 ロ，
“ 認定則ま特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 回陸

はい。國一
● 定欧又lま事業計画書の内容が法令等に違反している法人 回曖

4 国税又は地方税′潮贈澤四分のり輌
"｀

されているもの又は当J囀樹詢処じンリ終了の日から3年を超場

しない法人
しヽ えヽはい 。

謝
輌

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、二鯉

“

墜当饉勁直璽日日曜饉壼:L笙劇崚ヨ圏曇雲日興堕□薔

」生望墨.口濾墜国■踵曇饉□里1堕聾興聾□」」E望壼重曇』≧」うz目」壁週LりL菫園|口饉
`≧

豊望駆国□目目巨ヨ

ー

…_¨_

(注 1)その他の■覗ワ勲`ある輸 よその他の事務商商在の滞紬処分に係る納税証調書も添付すること

(注 2)61損 l報:コ|りt見澤:欝:ヨ1燿:i11lHこ :力耐寸不要

団 ロはい・国税|こ係る重加算税又1劇出方税に係る|重加算金を保された日から3年を経過しない法人¨
● 回圏

ロ

暴力団

法人 融

―

）

:=j:

:3 , 1

イ

ロ

ハ


